
一
頁

厚
生
労
働
省
令
第

号

内

閣

府

確
定
拠
出
年
金
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
八
十
八
号
）
及
び
確
定
拠
出
年
金
法
施
行
令
（
平
成
十
三
年
政
令
第

号
）

の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法
及
び
同
令
を
実
施
す
る
た
め
、
確
定
拠
出
年
金
運
営
管
理
機
関
に
関
す
る
命
令
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
。

平
成
十
三
年
七
月

日

厚
生
労
働
大
臣

坂
口

力

内
閣
総
理
大
臣

小
泉

純
一
郎

確
定
拠
出
年
金
運
営
管
理
機
関
に
関
す
る
命
令

（
登
録
の
申
請
等
）

第
一
条

確
定
拠
出
年
金
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
八
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
十
八
条
第
一
項
の
登
録
を
受

け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
一
号
に
よ
り
作
成
し
た
法
第
八
十
九
条
第
一
項
の
登
録
申
請
書
に
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
書
類
を
添
付
し
て
、
厚
生
労
働
大
臣
及
び
内
閣
総
理
大
臣
（
以
下
「
主
務
大
臣
」
と
い
う
。
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な



二
頁

ら
な
い
。

（
登
録
申
請
書
に
記
載
す
る
そ
の
他
の
事
項
）

第
二
条

法
第
八
十
九
条
第
一
項
第
七
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

役
員
が
、
他
の
会
社
の
常
務
に
従
事
し
、
又
は
事
業
を
営
ん
で
い
る
と
き
は
、
当
該
役
員
の
氏
名
並
び
に
当
該
他
の
会

社
の
商
号
及
び
当
該
事
業
の
種
類

二

株
主
又
は
出
資
者
（
株
式
又
は
出
資
金
の
直
接
又
は
間
接
の
所
有
を
し
て
い
る
者
で
あ
っ
て
、
金
融
庁
設
置
法
（
平
成

十
年
法
律
第
百
三
十
号
）
第
四
条
第
三
号
イ
か
ら
ヰ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
商
号
、
氏
名
又
は
名
称
、
住
所

、
そ
の
持
株
数
又
は
出
資
額
及
び
発
行
済
株
式
の
総
数
又
は
出
資
の
総
額
に
対
す
る
百
分
比

（
登
録
申
請
書
に
添
付
す
る
書
類
）

第
三
条

法
第
八
十
九
条
第
二
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

役
員
の
住
民
票
の
抄
本
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面

二

様
式
第
二
号
に
よ
り
作
成
し
た
役
員
の
履
歴
書

三

定
款
若
し
く
は
寄
附
行
為
又
は
こ
れ
ら
に
代
わ
る
書
面



三
頁

四

登
記
簿
の
謄
本
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面

五

登
録
申
請
者
が
他
の
事
業
を
営
ん
で
い
る
と
き
は
、
当
該
事
業
の
業
務
の
内
容
及
び
方
法
、
損
失
の
危
険
の
管
理
方
法

並
び
に
業
務
の
分
掌
方
法
を
記
載
し
た
書
類

２

前
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
は
、
登
録
申
請
の
日
前
三
月
以
内
に
発
行
又
は
作
成
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

法
第
八
十
九
条
第
二
項
の
法
第
九
十
一
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面
は
、
様
式
第

三
号
に
よ
り
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
登
録
の
拒
否
に
係
る
そ
の
他
の
者
）

第
四
条

確
定
拠
出
年
金
法
施
行
令
（
平
成
十
三
年
政
令
第

号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
四
十
九
条
第
三
号
の
主

務
省
令
で
定
め
る
者
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

厚
生
年
金
基
金
又
は
厚
生
年
金
基
金
連
合
会
が
、
厚
生
年
金
保
険
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
五
号
）
第
百
七
十

九
条
第
一
項
の
命
令
に
違
反
し
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
を
命
ぜ
ら
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
処
分
の
日
前

三
十
日
以
内
に
当
該
厚
生
年
金
基
金
又
は
厚
生
年
金
基
金
連
合
会
の
役
員
で
あ
っ
た
者
で
、
そ
の
処
分
の
日
か
ら
五
年
を

経
過
し
な
い
も
の



四
頁

二

国
民
年
金
基
金
又
は
国
民
年
金
基
金
連
合
会
が
、
国
民
年
金
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
百
四
十
二

条
第
一
項
の
命
令
に
違
反
し
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
を
命
ぜ
ら
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
処
分
の
日
前
三

十
日
以
内
に
当
該
国
民
年
金
基
金
又
は
国
民
年
金
基
金
連
合
会
の
役
員
で
あ
っ
た
者
で
、
そ
の
処
分
の
日
か
ら
五
年
を
経

過
し
な
い
も
の

三

銀
行
が
、
銀
行
法
（
昭
和
五
十
六
年
法
律
第
五
十
九
号
）
第
二
十
七
条
又
は
第
二
十
八
条
（
長
期
信
用
銀
行
法
（
昭
和

二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
七
号
）
第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
銀
行
法
第
四
条
第
一

項
の
免
許
又
は
長
期
信
用
銀
行
法
第
四
条
第
一
項
の
免
許
を
取
り
消
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
処
分
の
日
前
三
十
日

以
内
に
当
該
銀
行
の
役
員
で
あ
っ
た
者
で
、
そ
の
処
分
の
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
も
の

四

信
託
会
社
が
、
信
託
業
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
六
十
五
号
）
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
一
条
第
一
項
の
免
許

を
取
り
消
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
処
分
の
日
前
三
十
日
以
内
に
当
該
信
託
会
社
の
役
員
で
あ
っ
た
者
で
、
そ
の
処

分
の
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
も
の

五

信
託
会
社
（
担
保
附
社
債
信
託
法
（
明
治
三
十
八
年
法
律
第
五
十
二
号
）
に
基
づ
き
担
保
附
社
債
に
関
す
る
信
託
事
業

を
営
む
も
の
に
限
る
。
）
が
、
同
法
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
五
条
の
免
許
を
取
り
消
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、



五
頁

そ
の
処
分
の
日
前
三
十
日
以
内
に
当
該
信
託
会
社
の
取
締
役
又
は
こ
れ
を
代
表
す
る
社
員
で
あ
っ
た
者
で
、
そ
の
処
分
の

日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
も
の

六

信
託
業
務
を
営
む
金
融
機
関
が
、
金
融
機
関
の
信
託
業
務
の
兼
営
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
十
八
年
法
律
第
四
十
三
号

）
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
一
条
第
一
項
の
認
可
を
取
り
消
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
処
分
の
日
前
三
十
日
以

内
に
当
該
金
融
機
関
の
役
員
で
あ
っ
た
者
で
、
そ
の
処
分
の
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
も
の

七

信
用
金
庫
又
は
信
用
金
庫
連
合
会
が
、
信
用
金
庫
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
三
十
八
号
）
第
八
十
九
条
に
お
い

て
準
用
す
る
銀
行
法
第
二
十
七
条
又
は
第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
信
用
金
庫
法
第
四
条
の
免
許
を
取
り
消
さ
れ
た
場
合

に
お
い
て
、
そ
の
処
分
の
日
前
三
十
日
以
内
に
当
該
信
用
金
庫
又
は
信
用
金
庫
連
合
会
の
役
員
で
あ
っ
た
者
で
、
そ
の
処

分
の
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
も
の

八

労
働
金
庫
又
は
労
働
金
庫
連
合
会
が
、
労
働
金
庫
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
百
二
十
七
号
）
第
九
十
五
条
の
規
定

に
よ
り
同
法
第
六
条
の
免
許
を
取
り
消
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
処
分
の
日
前
三
十
日
以
内
に
当
該
労
働
金
庫
又
は

労
働
金
庫
連
合
会
の
役
員
で
あ
っ
た
者
で
、
そ
の
処
分
の
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
も
の

九

信
用
協
同
組
合
又
は
信
用
協
同
組
合
連
合
会
（
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
一
号
）
第



六
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九
条
の
九
第
一
項
第
一
号
の
事
業
を
行
う
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
、
同
法
第
百
六
条
第
一
項

の
命
令
に
違
反
し
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
を
命
ぜ
ら
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
処
分
の
日
前
三
十
日
以
内

に
当
該
信
用
協
同
組
合
又
は
信
用
協
同
組
合
連
合
会
の
役
員
で
あ
っ
た
者
で
、
そ
の
処
分
の
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い

も
の

十

信
用
協
同
組
合
等
（
協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
三
号
）
第
二
条
第

一
項
に
規
定
す
る
信
用
協
同
組
合
等
を
い
う
。
）
が
、
同
法
第
六
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
二
十
七
条
若

し
く
は
第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
解
散
を
命
じ
ら
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
処
分
の
日
前
三
十
日
以
内
に
当
該
信
用

協
同
組
合
等
の
役
員
で
あ
っ
た
者
で
、
そ
の
処
分
の
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
も
の

十
一

農
業
協
同
組
合
又
は
農
業
協
同
組
合
連
合
会
（
貯
金
の
受
入
れ
の
業
務
を
行
う
も
の
に
限
る
。
）
が
、
農
業
協
同
組

合
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
九
十
五
条
第
一
項
の
命
令
に
違
反
し
、
同
法
第
九
十
五
条
の
二
の
規
定

に
よ
り
解
散
を
命
ぜ
ら
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
処
分
の
日
前
三
十
日
以
内
に
当
該
農
業
協
同
組
合
又
は
農
業
協
同
組

合
連
合
会
の
役
員
で
あ
っ
た
者
で
、
そ
の
処
分
の
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
も
の

十
二

漁
業
協
同
組
合
又
は
漁
業
協
同
組
合
連
合
会
（
貯
金
の
受
入
れ
の
業
務
を
行
う
も
の
に
限
る
。
）
が
、
水
産
業
協
同



七
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組
合
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
四
十
二
号
）
第
百
二
十
四
条
第
一
項
の
命
令
に
違
反
し
、
同
法
第
百
二
十
四
条
の

二
の
規
定
に
よ
り
解
散
を
命
ぜ
ら
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
処
分
の
日
前
三
十
日
以
内
に
当
該
漁
業
協
同
組
合
又
は
漁

業
協
同
組
合
連
合
会
の
役
員
で
あ
っ
た
者
で
、
そ
の
処
分
の
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
も
の

十
三

保
険
会
社
又
は
保
険
業
法
（
平
成
七
年
法
律
第
百
五
号
）
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
外
国
保
険
会
社
等
が
、
同
法

第
百
三
十
三
条
若
し
く
は
第
百
三
十
四
条
又
は
第
二
百
五
条
若
し
く
は
第
二
百
六
条
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
三
条
第
一
項

の
免
許
又
は
同
法
第
百
八
十
五
条
第
一
項
の
免
許
を
取
り
消
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
処
分
の
日
前
三
十
日
以
内
に

当
該
保
険
会
社
又
は
外
国
保
険
会
社
等
の
役
員
で
あ
っ
た
者
で
、
そ
の
処
分
の
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
も
の

十
四

証
券
会
社
が
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
処
分
の
日
前
三
十
日
以
内
に
当
該
証
券
会
社
又
は
外
国
証
券
会

社
の
役
員
で
あ
っ
た
者
（
外
国
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
当
該
外
国
に
お
い
て
受
け
て
い
る
当
該
登
録
等
を
取
り
消
さ
れ
た

個
人
を
含
む
。
）
で
、
そ
の
処
分
の
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
も
の

イ

証
券
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
五
十
六
条
第
一
項
又
は
第
五
十
六
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
同
法
第
二
十
八
条
の
登
録
又
は
同
法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
認
可
を
取
り
消
さ
れ
た
場
合

ロ

外
国
証
券
会
社
が
外
国
証
券
業
者
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
五
号
）
第
二
十
四
条
第
一
項
又
は
同
法



八
頁

第
二
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
証
券
取
引
法
第
五
十
六
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
外
国
証
券
業
者
に
関
す
る
法

律
第
三
条
第
一
項
の
登
録
又
は
同
法
第
七
条
第
一
項
の
認
可
を
取
り
消
さ
れ
た
場
合

ハ

証
券
取
引
法
又
は
外
国
証
券
業
者
に
関
す
る
法
律
に
相
当
す
る
外
国
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
当
該
外
国
に
お
い
て
受

け
て
い
る
同
種
類
の
登
録
（
当
該
登
録
に
類
す
る
許
可
そ
の
他
の
行
政
処
分
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
登
録

等
」
と
い
う
。
）
を
取
り
消
さ
れ
た
場
合

十
五

証
券
取
引
法
第
六
十
五
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
登
録
金
融
機
関
が
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

五
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
五
十
六
条
の
二
第
一
項
の
登
録
又
は
同
条
第
三
項
の
認
可
を
取
り
消
さ
れ
た
場

合
に
お
い
て
、
そ
の
処
分
の
日
前
三
十
日
以
内
に
当
該
登
録
金
融
機
関
の
役
員
で
あ
っ
た
者
で
、
そ
の
処
分
の
日
か
ら
五

年
を
経
過
し
な
い
も
の

十
六

金
融
業
者
（
金
融
業
者
の
貸
付
業
務
の
た
め
の
社
債
の
発
行
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
三
十
二
号
）

第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
金
融
業
者
を
い
う
。
）
が
、
同
法
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
三
条
の
登
録
を
取
り
消

さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
処
分
の
日
前
三
十
日
以
内
に
当
該
金
融
業
者
の
役
員
で
あ
っ
た
者
で
、
そ
の
処
分
の
日
か

ら
五
年
を
経
過
し
な
い
も
の



九
頁

十
七

投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
九
十
八
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
、
第
四
十

二
条
第
一
項
第
一
号
ホ
又
は
第
四
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
六
条
の
認
可
を
取
り
消
さ
れ
、
そ
の
処
分
の
日
か
ら
五

年
を
経
過
し
な
い
者
（
当
該
認
可
を
取
り
消
さ
れ
た
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
処
分
の
日
前
三
十
日
以

内
に
当
該
法
人
の
役
員
で
あ
っ
た
者
で
、
そ
の
処
分
の
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
も
の
）

十
八

有
価
証
券
に
係
る
投
資
顧
問
業
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
一
年
法
律
第
七
十
四
号
）
第
三
十
八
条
第
一

項
又
は
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
四
条
の
登
録
又
は
同
法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
認
可
を
取
り
消
さ
れ

、
若
し
く
は
同
法
附
則
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
投

資
顧
問
業
の
廃
止
を
命
じ
ら
れ
、
そ
の
処
分
の
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
者
（
当
該
登
録
又
は
認
可
を
取
り
消
さ
れ
た

者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
処
分
の
日
前
三
十
日
以
内
に
当
該
法
人
の
役
員
で
あ
っ
た
者
で
、
そ
の
処
分

の
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
も
の
）

十
九

第
三
号
か
ら
前
号
ま
で
に
掲
げ
る
法
律
に
相
当
す
る
外
国
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
当
該
外
国
に
お
い
て
受
け
て
い
る

同
種
類
の
認
可
又
は
登
録
（
当
該
認
可
又
は
登
録
に
類
す
る
許
可
そ
の
他
の
行
政
処
分
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て

「
認
可
等
」
と
い
う
。
）
を
取
り
消
さ
れ
、
そ
の
処
分
の
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
者
（
当
該
認
可
等
を
取
り
消
さ
れ



一
〇
頁

た
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
処
分
の
日
前
三
十
日
以
内
に
当
該
法
人
の
役
員
で
あ
っ
た
者
で
、
そ
の
処

分
の
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
も
の
）

（
変
更
の
届
出
）

第
五
条

法
第
九
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
様
式
第
四
号
に
よ
り
作
成
し
た
届
出
書
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
を
添
付
し
て
、
主
務
大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一

商
号
、
名
称
又
は
住
所
を
変
更
し
た
場
合

当
該
変
更
に
係
る
事
項
を
記
載
し
た
登
記
簿
の
謄
本
又
は
こ
れ
に
代
わ
る

書
面

二

資
本
金
額
（
出
資
の
総
額
又
は
基
金
の
総
額
を
含
む
。
）
を
変
更
し
た
場
合

当
該
変
更
に
係
る
事
項
を
記
載
し
た
登

記
簿
の
謄
本
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面

三

役
員
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合

新
た
に
役
員
と
な
っ
た
者
に
係
る
第
三
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類

四

営
業
所
の
設
置
、
位
置
の
変
更
又
は
廃
止
を
し
た
場
合

当
該
設
置
、
位
置
の
変
更
又
は
廃
止
に
係
る
事
項
を
記
載
し

た
登
記
簿
の
謄
本
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面

（
廃
業
等
の
届
出
）



一
一
頁

第
六
条

法
第
九
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
五
号
に
よ
り
作
成
し
た
届
出
書
に
、
登
録
済

通
知
書
（
法
第
九
十
条
第
二
項
の
通
知
に
係
る
も
の
を
い
う
。
）
及
び
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各

号
に
定
め
る
書
類
を
添
付
し
て
、
主
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

合
併
に
よ
り
消
滅
し
た
場
合

確
定
拠
出
年
金
運
営
管
理
機
関
で
あ
っ
た
法
人
の
登
記
簿
の
謄
本
及
び
合
併
契
約
書
の

写
し

二

破
産
に
よ
り
解
散
し
た
場
合

裁
判
所
が
破
産
管
財
人
を
選
定
し
た
こ
と
に
つ
い
て
の
書
面
の
写
し

三

合
併
及
び
破
産
以
外
の
理
由
に
よ
り
解
散
し
た
場
合

清
算
人
を
記
載
し
た
登
録
簿
の
謄
本

四

確
定
拠
出
年
金
運
営
管
理
業
を
廃
止
し
た
場
合

届
出
者
の
印
鑑
証
明
書

（
掲
示
す
べ
き
標
識
の
様
式
）

第
七
条

法
第
九
十
四
条
第
一
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
様
式
は
、
様
式
第
六
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
書
類
の
閲
覧
）

第
八
条

法
第
九
十
六
条
の
確
定
拠
出
年
金
運
営
管
理
機
関
が
備
え
置
く
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
と
す

る
。



一
二
頁

一

商
号
、
名
称
、
住
所
、
登
録
年
月
日
及
び
登
録
番
号

二

役
員
の
氏
名
及
び
役
職
名

三

使
用
人
の
総
数

四

営
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

五

業
務
の
種
類
（
確
定
拠
出
年
金
運
営
管
理
業
の
他
に
事
業
を
営
ん
で
い
る
と
き
は
、
そ
の
事
業
の
種
類
を
含
む
。
）

六

直
近
五
営
業
年
度
に
お
け
る
運
営
管
理
業
務
の
状
況

七

運
営
管
理
業
務
の
実
施
の
方
法

２

前
項
の
書
類
の
内
容
が
、
電
磁
的
方
法
（
電
子
的
方
法
、
磁
気
的
方
法
そ
の
他
の
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
認
識
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
方
法
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
記
録
さ
れ
、
当
該
記
録
が
必
要
に
応
じ
電
子
計
算
機
そ
の
他
の
機
器
を
用

い
て
直
ち
に
表
示
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
て
備
え
置
か
れ
る
と
き
は
、
当
該
記
録
の
備
置
き
を
も
っ
て
法
第
九
十

六
条
の
書
類
の
備
置
き
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
確
定
拠
出
年
金
運
営
管
理
機
関
は
、
当
該
記
録

が
滅
失
し
、
又
は
損
傷
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
業
務
の
引
継
ぎ
）



一
三
頁

第
九
条

令
第
五
十
条
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も

の
と
す
る
。

一

記
録
関
連
業
務
を
引
き
継
ぐ
場
合

当
該
記
録
関
連
業
務
に
係
る
加
入
者
等
の
氏
名
及
び
住
所
、
資
格
の
取
得
及
び
喪

失
の
年
月
日
、
個
人
別
管
理
資
産
額
そ
の
他
確
定
拠
出
年
金
法
施
行
規
則
（
平
成
十
三
年
厚
生
労
働
省
令
第

号
）

第
十
五
条
第
一
項
各
号
又
は
第
五
十
六
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

二

運
用
関
連
業
務
を
引
き
継
ぐ
場
合

当
該
運
用
関
連
業
務
に
係
る
加
入
者
等
の
氏
名
及
び
住
所
、
法
第
二
十
三
条
（
法

第
七
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
加
入
者
等
に
提
示
し
た
運
用
の
方
法
の
内
容
及
び
法

第
二
十
四
条
（
法
第
七
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
加
入
者
等
に
提
示
し
た
運
用
の
方

法
に
係
る
情
報
の
内
容

２

令
第
五
十
条
の
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
電
磁
的
方
法
に
よ
り
記
録
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。

（
禁
止
行
為
）

第
十
条

法
第
百
条
第
七
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
行
為
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
行
為
と
す
る
。

一

法
第
二
十
三
条
第
一
項
前
段
（
法
第
七
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
政
令
で
定
め
る
運
用
の
方
法



一
四
頁

の
販
売
若
し
く
は
そ
の
代
理
若
し
く
は
媒
介
又
は
そ
れ
ら
に
係
る
勧
誘
に
係
る
事
務
を
行
う
者
（
役
員
、
営
業
所
の
長
そ

の
他
こ
れ
に
類
す
る
者
を
除
く
。
）
が
、
運
用
関
連
業
務
に
係
る
事
務
を
併
せ
て
行
う
こ
と
。

二

加
入
者
等
に
対
し
て
、
年
金
制
度
に
関
す
る
事
項
で
あ
っ
て
、
不
実
の
こ
と
又
は
誤
解
さ
せ
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
を

告
げ
、
又
は
表
示
す
る
こ
と
。

三

加
入
者
等
に
対
し
て
、
提
示
し
た
運
用
の
方
法
に
関
し
、
不
実
の
こ
と
を
告
げ
、
若
し
く
は
利
益
が
生
じ
る
こ
と
又
は

損
失
が
生
じ
る
こ
と
が
確
実
で
あ
る
と
誤
解
さ
せ
る
情
報
を
提
供
し
、
運
用
の
指
図
を
行
わ
せ
る
こ
と
。

四

加
入
者
等
に
対
し
て
、
提
示
し
た
い
ず
れ
か
の
運
用
の
方
法
に
つ
き
他
の
運
用
の
方
法
と
比
較
し
た
事
項
で
あ
っ
て
不

実
の
こ
と
又
は
誤
解
さ
せ
る
お
そ
れ
の
あ
る
こ
と
を
告
げ
、
又
は
表
示
す
る
こ
と
。

五

加
入
者
等
に
対
し
て
、
提
示
し
た
運
用
の
方
法
に
関
す
る
事
項
で
あ
っ
て
運
用
の
指
図
を
行
う
際
に
そ
の
判
断
に
影
響

を
及
ぼ
す
こ
と
と
な
る
重
要
な
も
の
に
つ
き
、
故
意
に
事
実
を
告
げ
ず
、
若
し
く
は
不
実
の
こ
と
又
は
誤
解
さ
せ
る
お
そ

れ
の
あ
る
こ
と
を
告
げ
、
又
は
表
示
す
る
こ
と
（
前
二
号
に
掲
げ
る
行
為
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

六

運
営
管
理
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
勧
誘
を
す
る
に
際
し
、
又
は
そ
の
解
除
を
妨
げ
る
た
め
、
運
営
管
理
契
約
の
相
手
方

の
判
断
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
と
な
る
事
項
（
法
第
百
条
第
四
号
の
政
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
き
、
故
意
に



一
五
頁

事
実
を
告
げ
ず
、
又
は
不
実
の
こ
と
を
告
げ
る
こ
と
。

七

企
業
型
年
金
加
入
者
等
が
確
定
拠
出
年
金
運
営
管
理
機
関
（
企
業
型
年
金
に
お
い
て
運
営
管
理
業
務
を
自
ら
行
う
事
業

主
を
含
む
。
）
を
選
択
で
き
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
選
択
に
つ
い
て
企
業
型
年
金
加
入
者
等
を
勧
誘
す
る
に
際
し
、
又

は
選
択
し
た
確
定
拠
出
年
金
運
営
管
理
機
関
の
変
更
を
妨
げ
る
た
め
、
運
営
管
理
業
務
に
関
す
る
事
項
で
あ
っ
て
、
当
該

企
業
型
年
金
加
入
者
等
の
判
断
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
と
な
る
事
項
に
つ
き
、
故
意
に
事
実
を
告
げ
ず
、
又
は
不
実
の
こ

と
を
告
げ
る
こ
と
。

八

法
第
六
十
五
条
の
確
定
拠
出
年
金
運
営
管
理
機
関
の
指
定
又
は
指
定
の
変
更
に
つ
い
て
個
人
型
年
金
加
入
者
等
を
勧
誘

す
る
に
際
し
、
又
は
確
定
拠
出
年
金
運
営
管
理
機
関
の
指
定
の
変
更
を
妨
げ
る
た
め
、
当
該
個
人
型
年
金
加
入
者
等
の
判

断
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
と
な
る
事
項
に
つ
き
、
故
意
に
事
実
を
告
げ
ず
、
又
は
不
実
の
こ
と
を
告
げ
る
こ
と
。

（
業
務
に
関
す
る
帳
簿
書
類
の
作
成
及
び
保
存
）

第
十
一
条

記
録
関
連
業
務
を
行
う
確
定
拠
出
年
金
運
営
管
理
機
関
が
作
成
す
る
法
第
百
一
条
の
帳
簿
書
類
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
書
面
を
含
む
も
の
と
す
る
。

一

法
第
十
八
条
第
二
項
又
は
法
第
六
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
閲
覧
の
請
求
又
は
照
会
に
文
書
に
よ
り
回
答
し
た
書



一
六
頁

面
二

法
第
二
十
五
条
第
三
項
（
法
第
七
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
資
産
管
理
機
関
又
は

国
民
年
金
基
金
連
合
会
に
通
知
し
た
運
用
の
指
図
の
内
容
を
記
録
し
た
書
面

三

法
第
二
十
九
条
第
二
項
（
法
第
七
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
資
産
管
理
機
関
又
は

国
民
年
金
基
金
連
合
会
に
通
知
し
た
内
容
を
記
録
し
た
書
面

四

法
第
八
十
条
第
三
項
、
法
第
八
十
一
条
第
三
項
、
法
第
八
十
二
条
第
二
項
又
は
法
第
八
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

個
人
別
管
理
資
産
が
移
換
さ
れ
た
者
に
通
知
し
た
内
容
を
記
録
し
た
書
面

２

運
用
関
連
業
務
を
行
う
確
定
拠
出
年
金
運
営
管
理
機
関
が
作
成
す
る
法
第
百
一
条
の
帳
簿
書
類
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

書
面
を
含
む
も
の
と
す
る
。

一

法
第
二
十
三
条
第
一
項
（
法
第
七
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
加
入
者
等
に
提
示
し

た
運
用
の
方
法
の
内
容
（
運
用
の
方
法
を
変
更
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
令
第
十
二
条
第
二
項
（
令
第
三
十
八
条
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
加
入
者
等
に
提
示
し
た
運
用
の
方
法
を
選
定
し
た
理
由
を
記
録
し
た
書

面



一
七
頁

二

法
第
二
十
四
条
（
法
第
七
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
加
入
者
等
に
提
示
し
た
運
用

の
方
法
に
係
る
情
報
の
提
供
の
内
容
を
記
録
し
た
書
面

三

法
第
二
十
六
条
（
法
第
七
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
提
示
運
用
方
法
か
ら
運
用
の

方
法
の
除
外
を
行
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
除
外
し
た
運
用
の
方
法
を
選
択
し
て
法
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に

基
づ
き
運
用
の
指
図
を
行
っ
て
い
た
加
入
者
等
の
同
意
を
得
た
こ
と
に
つ
い
て
の
書
面

３

確
定
拠
出
年
金
運
営
管
理
機
関
は
、
前
二
項
に
掲
げ
る
帳
簿
書
類
を
加
入
者
等
ご
と
に
作
成
し
、
次
に
掲
げ
る
日
か
ら
起

算
し
て
少
な
く
と
も
五
年
間
は
、
こ
れ
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

企
業
型
年
金
加
入
者
等
に
つ
い
て
は
、
当
該
企
業
型
年
金
の
企
業
型
年
金
加
入
者
等
の
資
格
を
喪
失
し
、
又
は
委
託
若

し
く
は
再
委
託
を
受
け
た
運
営
管
理
業
務
の
全
部
を
他
の
確
定
拠
出
年
金
運
営
管
理
機
関
に
引
き
継
い
だ
日

二

個
人
型
年
金
加
入
者
等
に
つ
い
て
は
、
個
人
型
年
金
加
入
者
等
の
資
格
を
喪
失
し
、
又
は
当
該
個
人
型
年
金
加
入
者
等

が
法
第
六
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
た
確
定
拠
出
年
金
運
営
管
理
機
関
を
他
の
確
定
拠
出
年
金
運
営
管
理
機
関
に
変

更
し
た
日

４

確
定
拠
出
年
金
運
営
管
理
機
関
は
、
第
一
項
及
び
第
二
項
に
掲
げ
る
帳
簿
書
類
に
つ
い
て
は
、
加
入
者
等
の
保
護
上
支
障



一
八
頁

が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
電
磁
的
方
法
又
は
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
よ
っ
て
保
存
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す

る
。

（
報
告
書
の
様
式
）

第
十
二
条

確
定
拠
出
年
金
運
営
管
理
機
関
は
、
営
業
年
度
ご
と
に
、
そ
の
業
務
に
つ
い
て
の
報
告
書
を
様
式
第
七
号
に
よ
り

作
成
し
、
毎
営
業
年
度
終
了
後
三
月
以
内
に
、
主
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
立
入
検
査
等
の
場
合
の
証
票
）

第
十
三
条

法
第
百
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
当
該
職
員
が
携
帯
す
べ
き
証

票
は
、
様
式
第
八
号
に
よ
る
。
た
だ
し
、
金
融
庁
又
は
財
務
局
若
し
く
は
福
岡
財
務
支
局
の
職
員
が
法
第
百
三
条
の
規
定
に

よ
り
確
定
拠
出
年
金
運
営
管
理
機
関
の
営
業
所
に
立
ち
入
っ
て
質
問
又
は
検
査
を
す
る
と
き
に
携
帯
す
べ
き
証
票
に
つ
い
て

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
監
督
処
分
の
公
告
の
方
法
）

第
十
四
条

法
第
百
六
条
の
規
定
に
よ
る
監
督
処
分
の
公
告
は
、
官
報
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
標
準
処
理
期
間
）



一
九
頁

第
十
五
条

主
務
大
臣
は
、
法
、
令
又
は
こ
の
命
令
の
規
定
に
よ
る
登
録
に
関
す
る
申
請
が
そ
の
事
務
所
に
到
達
し
て
か
ら
二

月
以
内
に
、
当
該
申
請
に
対
す
る
処
分
を
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
当
該
期
間
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

期
間
を
含
ま
な
い
も
の
と
す
る
。

一

当
該
申
請
を
補
正
す
る
た
め
に
要
す
る
期
間

二

当
該
申
請
を
し
た
者
が
当
該
申
請
の
内
容
を
変
更
す
る
た
め
に
要
す
る
期
間

三

当
該
申
請
を
し
た
者
が
当
該
申
請
に
係
る
審
査
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
資
料
を
追
加
す
る
た
め
に
要
す
る
期
間

附

則

こ
の
命
令
は
、
平
成
十
三
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



様式第一号（第一条関係）　　　　　　　　　　　　　　　　　　（日本工業規格Ａ４）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

厚 生 労 働 大 臣    　  　　 　  殿

金　融　庁　長　官　　　 　　　　殿

財務（支）局長　　　　　　　　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　申請者　住　　所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　商号又は名称
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代 表 者 氏 名

印

登　　録　　申　　請　　書

　

確定拠出年金法第８9条第１項の規定により、確定拠出年金運営管理機関の登録を

申請します。この申請書及び添付書類の記載事項は、事実に相違ありません。



登録番号 登録年月日※ ※

商 号 住 所 郵便番号（ ）
又は名称

資本金額 百万円 電話番号（ ） －

役 員 氏 名 役 職 名 住 所
の氏名等

営業所の 名 称 設置年月日 所 在 地
名称等

業務の種
類及び方
法

他の事業
の種類

役員の兼 氏 名 他の会社の商号及び業務の種類又は他に営んでいる事業の種類
職状況

主要株主 商号、氏名又は名称 持株数又は出資額 割合 住 所
又は出資
者



（記載上の注意）

（注 ・ 登録番号※」及び 「登録年月日※」には、記載しないこと。）「 、
・記載欄が足りない場合は、当該内容を記載した書類を添付すること。
・登録免許税領収書は、登録申請書の正本の裏面に貼付すること。なお、副
本には貼付することを要しない。

１．登録事業所の名称及び所在地
①「住所」については、登記簿上の主たる営業所の所在地を記載すること。
②「資本金額」については、出資の総額及び基金の総額を含む。
③「役員」については、その職にあるものは全て記載すること。

２．営業所の名称及び所在地
①全ての営業所を記載すること。
②「所在地」には、その営業所の電話番号を併せて記載すること。

３．業務の種類及び方法
次の各項目について記載すること。
①法第２条第７項各号に規定する運営管理業務のうち申請者が行う業務の内容
（ 、 、法第２条第７項のうち 該当する業務の号番号及び第１号の業務については
イ、ロ又はハのうち該当する番号を併せて記載すること）

②運営管理業務を行う地域 都道府県単位又はこれに準ずる単位で記載すること（ ）
③各業務の具体的な実施方法（概要）
④確定拠出年金運営管理機関が受け取る報酬額の算定方法、受取方法、支払時期

４．他の事業の種類（該当しないときは、記載不要）
①他の事業を行っている場合のみ記載すること。
②日本標準産業分類表細分類により記載すること。

５．損失の危険管理の具体的方法
①他の事業に係る損失の危険管理の具体的方法を記載すること。

６．役員の兼職状況（該当しないときは、記載不要）
①役員が他の会社の常務に従事し、又は事業を営んでいる場合に記載。
②日本標準産業分類表細分類により記載すること。

７．株主又は出資者（該当しないときは、記載不要）
①登録を受けようとする者に対して、金融機関の株式の保有又は出資がある場合
に当該金融機関について記載すること （金融機関の間接出資を含む ）。 。

②「割合」とは、保有する株式の数又は出資等の金額の発行済株式の総額又は出
資等の総額に対する百分比をいう。

８．登録申請書に添付を要する書類
①役員の履歴書（様式第２号）
②登録申請者の誓約書（様式第３号）
③役員の住民票の抄本又はこれに代わる書面
④定款若しくは寄附行為又はこれらに代わる書面
⑤登記簿の謄本又はこれに代わる書面
⑥登録申請者が他の事業を営んでいるときは、当該事業の内容及び方法、損失の
危険の管理方法、業務の分掌方法を記載した書類
※ 上記の書類は、登録申請の日前３月以内に発行又は作成されたものでなけれ
ばならない。



様式第二号（第三条第一項第二号関係） （日本工業規格Ａ４）

役 員 の 履 歴 書

（ふりがな）

氏 名

郵便番号（ ）

現 住 所

電話番号（ ） －

役職名等 生年月日 年 月 日（満 歳）

職 期 間 内 容

歴

及 自 年 月 日

び 至 年 月 日

兼

職

状

況

賞 年 月 日 賞 罰 の 内 容

罰

上記のとおり相違ありません。

年 月 日 氏名 印

（記載上の注意）

「賞罰」には、法第９１条第１項第５号に係るものすべてを記載すること。



様式第三号（第三条第三項関係） （日本工業規格Ａ４）

登 録 申 請 者 の 誓 約 書

年 月 日

厚 生 労 働 大 臣 殿

金 融 庁 長 官 殿

財務（支）局長 殿

商号又は名称

代表者氏名 印

誓 約 書

当社及び当社の役員は、確定拠出年金法第９１条第１項各号に該当しない者

であることを誓約します。

（記載上の注意）

不要な字句は消して使用すること。



様式第四号（第五条第一号関係） （日本工業規格Ａ４）

年 月 日

厚 生 労 働 大 臣 殿

金 融 庁 長 官 殿

財務（支）局長 殿

届出者 登録番号

住 所

商号又は名称

代表者氏名 印

変 更 届 出 書

下記の事項について変更しましたので、確定拠出年金法第９２条第１項の規

定により届け出ます。

記

変 更 に 係 る 事 項

変 更 年 月 日

変 更 後 変 更 前

（記載上の注意）

１．不要な字句は消して使用すること。

２ 「変更に係る事項」について記載しきれないときは、この様式の例により作．

成した書面に記載して、その書面を添付すること。



様式第五号（第六条関係） （日本工業規格Ａ４）

年 月 日

厚 生 労 働 大 臣 殿

金 融 庁 長 官 殿

財務（支）局長 殿

届出者 住 所

商号又は名称

代表者氏名 印

廃 業 等 届 出 書

下記の事由に該当することとなりましたので、確定拠出年金法第９３条の規

定により届け出ます。

記

廃業等をした確定拠出年金運営管理機関の商号又は名称及び代表者氏名

登録番号

該当事由発生年月日

該当事由

届出者と確定拠出年金運営管理機関との関係

（記載上の注意）

１．不要な字句は消して使用すること。

２ 「該当事由」には、法第９３条のうち、該当する事由の号番号を記載するこ．

と。ただし、第４号に該当する場合は、その理由も併せて記載すること。



様式第六号（第七条関係）

30 ㎝以上

確 定 拠 出 年 金 運 営 管 理 機 関 登 録 票

20 確 定 拠 出 年 金 運 営 管 理 業

㎝ 登録番号

以 （確定拠出年金運営管理機関の商号、

上 名称又は代表者氏名）



様式第七号（第十二条関係） （日本工業規格Ａ４）

年 月 日

厚 生 労 働 大 臣 殿

金 融 庁 長 官 殿

財務（支）局長 殿

登録番号

商号又は名称

代表者氏名 印

所 在 地

確定拠出年金運営管理機関業務報告書

確定拠出年金法第１０２条の規定により 別添の通り業務報告書を提出します、 。



確定拠出年金運営管理機関業務報告書

（ 年 月 日から 年 月 日まで）

１．企業型年金の運営管理業務受託数の状況

確定拠出年金法第２条

第７項第１号イに係る業務

同項第１号ロに係る業務

同項第１号ハに係る業務

第２項に係る業務

２．報告者（確定拠出年金運営管理機関をいう ）が担当する加入者等の人数の状。

況

①法第２条第７項第１号イに係る業務

企業型年金加入者数 名（男 名、女 名）

企業型年金運用指図者数 名（男 名、女 名）

個人型年金加入者数 名（男 名、女 名）

個人型年金運用指図者数 名（男 名、女 名）

合計 名（男 名、女 名）

②法第２条第７項第１号ロに係る業務

企業型年金加入者数 名（男 名、女 名）

企業型年金運用指図者数 名（男 名、女 名）

個人型年金加入者数 名（男 名、女 名）

個人型年金運用指図者数 名（男 名、女 名）

合計 名（男 名、女 名）

③法第２条第７項第１号ハに係る業務

企業型年金加入者数 名（男 名、女 名）

企業型年金運用指図者数 名（男 名、女 名）

個人型年金加入者数 名（男 名、女 名）

個人型年金運用指図者数 名（男 名、女 名）

合計 名（男 名、女 名）



④法第２条第７項第２号に係る業務

企業型年金加入者数 名（男 名、女 名）

企業型年金運用指図者数 名（男 名、女 名）

個人型年金加入者数 名（男 名、女 名）

個人型年金運用指図者数 名（男 名、女 名）

合計 名（男 名、女 名）



（法第２条第７項第１号イに係る業務の実施状況）

３．報告者が法第２条第７項第１号イに係る業務を担当する加入者に係る掛金に関

する事項

掛金総額 平均掛金額

男 （企業型年金） 円 円

（個人型年金） 円 円

（合計） 円 円

女 （企業型年金） 円 円

（個人型年金） 円 円

（合計） 円 円

計 （企業型年金） 円 円

（個人型年金） 円 円

（合計） 円 円

４．報告者が法第２条第７項第１号イに係る業務を担当する加入者等に係る運用に

関する事項

運用商品名 加入者等数 個人別管理資産資産総額

企業型年金加入者数 人 円

企業型年金運用指図者数 人 円

個人型年金加入者数 人 円

個人型年金運用指図者数 人 円

合 計 人 円

企業型年金加入者数 人 円

企業型年金運用指図者数 人 円

個人型年金加入者数 人 円

個人型年金運用指図者数 人 円

合 計 人 円



５．報告者が法第２条第７項第１号イに係る業務を担当する加入者等に係る年金給

付に関する事項

【企業型年金】

年金等給付 受給者数 新規受給者数 支払金額（ ）

年 金 男 人 人 円 円（ ） （ ）

女 人 人 円 円（ ） （ ）

計 人 人 円 円（ ） （ ）

老齢給付金

一時金 男 人 人 円 円（ ） （ ）

女 人 人 円 円（ ） （ ）

計 人 人 円 円（ ） （ ）

年 金 男 人 人 円 円（ ） （ ）

女 人 人 円 円（ ） （ ）

計 人 人 円 円（ ） （ ）

障害給付金

一時金 男 人 人 円 円（ ） （ ）

女 人 人 円 円（ ） （ ）

計 人 人 円 円（ ） （ ）

男 人 円

死亡一時金 女 人 円

計 人 円

男 人 人 円 円（ ） （ ）

計 女 人 人 円 円（ ） （ ）

計 人 人 円 円（ ） （ ）



【個人型年金】

年金等給付 受給者数 新規受給者数 支払金額（ ）

年 金 男 人 人 円 円（ ） （ ）

女 人 人 円 円（ ） （ ）

計 人 人 円 円（ ） （ ）

老齢給付金

一時金 男 人 人 円 円（ ） （ ）

女 人 人 円 円（ ） （ ）

計 人 人 円 円（ ） （ ）

年 金 男 人 人 円 円（ ） （ ）

女 人 人 円 円（ ） （ ）

計 人 人 円 円（ ） （ ）

障害給付金

一時金 男 人 人 円 円（ ） （ ）

女 人 人 円 円（ ） （ ）

計 人 人 円 円（ ） （ ）

男 人 円

死亡一時金 女 人 円

計 人 円

男 人 円

脱退一時金 女 人 円

計 人 円

男 人 人 円 円（ ） （ ）

計 女 人 人 円 円（ ） （ ）

計 人 人 円 円（ ） （ ）

（記載上の注意）

記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載し、添付す

ること。



（法第２条第７項第１号ロに係る業務の実施状況）

６．報告者が法第２条第７項第１号ロに係る業務を担当する加入者等が行った運用

の指図の内容の資産管理機関又は連合会への通知の件数

資産管理機関への通知 連合会への通知

企業型年金加入者 男 件 男 件

女 件 女 件

計 件 件 件

企業型年金運用指図者 男 件 男 件

女 件 女 件

計 件 件 件

個人型年金加入者 男 件 男 件

女 件 女 件

計 件 件 件

個人型年金運用指図者 男 件 男 件

女 件 女 件

計 件 件 件



（法第２条第７項第１号ハに係る業務の実施状況）

７．報告者が法第２条第７項第１号ハに係る業務を担当する加入者等に係る給付を

受ける権利の裁定の件数

老 齢 給 付 金 障 害 給 付 金 死 亡 一 時 金

【企業型年金】 【企業型年金】 【企業型年金】

男 男 男

女 女 女

計 計 計

【個人型年金】 【個人型年金】 【個人型年金】

男 男 男

女 女 女

計 計 計

【総計】 【総計】 【総計】

男 男 男

女 女 女

計 計 計



（法第２条第７項第２号に係る業務の実施状況）

８．報告者が法第２条第７項第２号に係る業務を担当する加入者等に係る運用の方

法の選定及び提示の状況

提示商品数 第１号商品数 第２号商品数 第３号商品数

Ａ企業

Ｂ企業

Ｃ企業

・

・

・

個人型 プランａ

個人型 プランｂ

個人型 プランｃ

・

・

・

（記載上の注意）

１ 「第１号商品数 「第２号商品数 「第３号商品数」は、それぞれ令第１． 」、 」、

４条第１号に規定する運用の方法の数、同条第２号に規定する運用の方法の

数、同条第３号に規定する運用の方法の数とする。

２ 「個人型ａプラン 「個人型ｂプラン ・・・とは、加入者等に対して提示． 」 」

している一の運用商品群ごとに記載すること。

３．加入者等に提示した運用商品を変更し、提示商品数、第１号商品数、第２

号商品数又は第３号商品数が異なることとなった場合は、変更前の商品数と

変更後の商品数をそれぞれ記載すること。

４．提示商品数の少ない順に記載すること。なお、個別の企業名を記載する必

要はない。



９．報告者が法第２条第７項第２号に係る業務を担当する加入者等に係る運用の方

法の情報提供の内容

運用商品名 情報提供の内容の概要 情報提供の回数

（記載上の注意）

「情報提供の内容の概要」は、報告者が選定又は提示した運用商品ごとに

加入者等に対して行った情報提供の内容を簡潔に記載すること。



様式第八号（第十三条関係）

表 面

第１２０条 次の各号のいずれかに該当する者は、６

月以下の懲役又は２０万円以下の罰金に処する。

一～四（略）

五 第１０３条第１項の規定による報告をせず、若

しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当

該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽

の陳述をし、若しくは同項の規定による検査を拒 確定拠出年金運営管理機関

み、妨げ、若しくは忌避した者 検 査 証

裏 面

第 号 確定拠出年金法（抄）

年 月 日交付 第５１条 （略）

２ 前項の規定によって質問及び検査を行う当該職員

は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の

請求があるときは これを提示しなければならない、 。

３ 第１項の規定による権限は、犯罪捜査のために認

められたものと解釈してはならない。

主務大臣印 第１０３条 主務大臣は、この法律の施行に必要な限

度において、確定拠出年金運営管理機関に対し、そ

の業務の状況に関する報告を徴し、又は当該職員を

して確定拠出年金運営管理機関の営業所に立ち入っ

て関係者に質問させ、若しくは実地にその状況を検

査させることができる。

官職又は職名 氏 名 ２ 第５１条第２項及び第３項の規定は、前項の規定

による質問及び検査について準用する。

備 考 この証は、日本工業規格Ａ列７番の大きさとし、厚紙を用い、中央

の点線のところから二つ折とすること。


